
は部局の名称 は担当の施設場所 は問い合わせ先電話番号です。

広報ちとせ 11 月号 　11

国
民
年
金
は
、「
世
代
と
世
代
の
支

え
合
い
の
制
度
」
で
す
。
あ
な
た
の

納
め
る
保
険
料
が
、
高
齢
者
世
代
の

生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
給
付
は
、
老
齢
基
礎

年
金
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
け
が
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎

年
金
、
生
計
を
維
持
し
て
い
る
方
が

亡
く
な
っ
た
と
き
の
遺
族
基
礎
年
金

が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
納
付
期
限
か
ら
２
年

間
が
経
過
す
る
と
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
納
め
ず
に
い
る

と
、
将
来
受
給
す
る
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
た
り
、
ま
っ
た
く
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
、
金
融
機
関
、

郵
便
局
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
や
家
族
の
年
金
受
給
権
を

守
る
た
め
に
も
保
険
料
は
忘
れ
ず
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は
、
「
社

年金

本庁舎
１階２番

保
険
料
の
納
付
を
し
っ
か
り
と

～
国
民
年
金
を
支
え
ま
し
ょ
う
～

市
民
課
年
金
係
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０
２
６
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くらし

西庁舎
２階

公
園
整
備
工
事
で
発
生
し
た
伐

採
木
を
配
布
し
ま
す

都
市
整
備
課

公
園
整
備
係

(24)
０
６
９
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公
園
整
備
工
事
で
発
生
し
た
伐
採

木
を
希
望
者
に
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

【
対
象
】
市
内
に
住
む
、
伐
採
木
の
積

込
・
運
搬
が
で
き
る
方
（
営
利
目
的

で
利
用
す
る
方
を
除
く
）

※
積
込
・
運
搬
の
補
助
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
配
布
日
】
11
月
16
、
17
日
（
９
時
～

12
時
）

【
配
布
場
所
】
高
台
５
丁
目　

（
桜
ヶ
丘

公
園
工
事
現
場
内
）
、
北
栄
２
丁
目
（
北

栄
緑
地
工
事
現
場
内
）

【
配
布
本
数
】
桜
ヶ
丘
公
園　

約
500
本
、

北
栄
緑
地　

約
200
本
（
直
径
約
６
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
～
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
長
さ
約
1.5
メ
ー
ト
ル
）

※
太
さ
は
不
ぞ
ろ
い
で
す
。
配
布
場
所

で
の
切
断
作
業
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
込
方
法
】
申
込
用
紙
を
郵
送
か
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
み

【
申
込
期
間
】
11
月
10
日
～
15
日

【
申
込
先
】
〒
066-

8686　

東
雲
町
２
丁

目
34　
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.
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くらし

環境
センター

廃
棄
物
管
理
課

施
設
係

(40)
６
９
６
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せ
ん
定
枝
を
配
布
し
ま
す

　

環
境
セ
ン
タ
ー
で
集
積
し
て
い
る

せ
ん
定
枝
を
希
望
者
に
無
料
で
配
布

し
ま
す
。

【
対
象
】
市
内
に
住
む
、
せ
ん
定
枝
の

積
込･

運
搬
が
で
き
る
方
（
営
利
目

的
で
利
用
す
る
方
を
除
く
）

※
２
人
以
上
で
積
込･

運
搬
し
て
く

だ
さ
い
（
補
助
は
行
い
ま
せ
ん
）。

【
申
込･
配
布
期
間
】
11
月
12
日
～
30

日
（
平
日
の
９
時
～
16
時
）

※
受
取
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
申
込

時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険

料
と
し
て
、
納
付
額
の
全
額
が
所
得

税
、
市
道
民
税
の
控
除
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

「
証
明
書
」
は
、
は
が
き
で
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
】

①
国
民
年
金
保
険
料
を
平
成
24
年
１

月
か
ら
９
月
30
日
ま
で
に
納
付
し
た
方

②
国
民
年
金
保
険
料
を
平
成
24
年
10

月
１
日
以
降
に
今
年
初
め
て
納
付
し

た
方

【
証
明
書
の
発
送
時
期
】

①
の
方
は
…
11
月
上
旬
こ
ろ
に
発
送

②
の
方
は
…
平
成
25
年
２
月
上
旬
こ
ろ

に
発
送

【
証
明
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】

▼
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０

（070）
１
１
７

（
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は　

０
３
（
６
７
０
０
）

１
１
３
０
）

【
受
付
期
限
】
平
成
25
年
３
月
15
日

（金）

【
受
付
時
間
】

▼
月
～
金
曜
日　

８
時
30
分
～
17
時
15

　

分
（
月
曜
日
は
19
時
ま
で
）

▼
第
２
土
曜
日　

９
時
30
分
～
16
時

※
第
２
土
曜
日
以
外
の
土
曜
日
、
日

祝
日
、
12
月
29
日
～
平
成
25
年
１
月

３
日
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。


